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宇和島市病院局未収金回収業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

宇和島市病院局未収金回収業務委託 

 

２ 業務委託の目的 

  宇和島市病院局（以下「病院局」という。）における患者負担に係る診療費（自己負担）等の

未収金回収業務について、専門的なノウハウ及び資格を有する者に業務を委託することにより、

負担の公平確保及び未収金残高の縮減を図ることを目的とする。 

 

３ 病院局の対象病院（以下「３病院」という。） 

（１） 病院名：市立宇和島病院 

    許可病床数：398床 

    所在地：宇和島市御殿町１番１号 

（２） 病院名：宇和島市立吉田病院 

    許可病床数：74床 

    所在地：宇和島市吉田町北小路甲217番地 

（３） 病院名：宇和島市立津島病院 

    許可病床数：91床 

    所在地：宇和島市津島町高田丙15番地 

 

４ 内容 

（１）委託業務 

ア 文書や電話等による督促及び催告 

イ 居所不明者に係る住所等の調査 

ウ 債務者からの支払方法等の相談業務 

エ 保証人や相続人への回収業務 

オ 債務者からの入金に係る業務 

カ 支払督促、少額訴訟等の法的措置、強制執行手続き業務 

  法的措置は、事前に３病院と協議したうえで実施すること。 

キ 委託者からの相談業務 

ク 集金業務 

  回収金は、毎月末日時点で締め、翌月の15日（当該日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日にあたる場合には、その翌日）

までに、その全額を病院局が指定する金融機関口座宛てに送金することとし、その送金手

数料は受託者の負担とする。 

ケ その他アからクに関連する業務 
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（２） 報告業務 

  ア 定期報告 

   毎月末時点において、次の内容が記載された報告書を翌月の10日（当該日が日曜日及び 

土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日にあたる場 

合には、その翌日）までに３病院に報告すること。 

① 債務者等ごとの入金状況（委託費額の積算を含む。） 

② 債務者等ごとの対応状況 

③ その他３病院が別途指定する事項 

   イ 随時報告 

     次のいずれかに該当する場合には、速やかに３病院に報告すること。 

① 委託した債権が５のただし書きに該当することが判明した場合 

    ② 支払方法相談の結果、債務者等から分納の希望があった場合 

    ③ 債務者等とトラブルが発生した場合及び債務者等から苦情があった場合 

    ④ その他債務者等の状況等について、３病院が個別に照会した場合 

 

５  委託の対象とする債権 

  委託の対象とする債権（時効期間が完了している債権を含む。）は、未収金発生後、概ね６ 

ヶ月を経過したもので、次の(１)から(９)を除く債権の中から、３病院が決定する。 

 ただし、委託後、次の(１)から(９)に該当することとなった債権及び該当することが判明し 

た債権並びに時効期間が完了し時効援用が書面でされた債権は、委託の対象から除外する。 

（１）訴訟、支払督促等の裁判上の手続きが実施されている債権 

（２）診療内容等について、係争中又は訴訟に発展する可能性のある債権 

（３）債務者等の全員が自己破産し免責となった債権 

（４）債務者等の全員が受刑中である債権 

（５）相続放棄等により、支払義務が全く存在しない債権 

（６）分割納付中又は支払方法等について、３病院と債務者等が相談中の債権 

（７）３病院が自ら催告及び回収を継続するとした債権 

（８）債務者等との利益相反など正当な理由があって受託者が受託できない債権（なお、受託者 

は債務者等の氏名が判明次第、正当な理由があって受託者が受託できない債権の有無につ

いて速やかに調査を実施し、その結果を文書にて通知すること。） 

（９）その他委託することが適切でないと３病院が判断した債権 

 

６  契約期間 

令和８年４月１日から令和11年３月31日までとする。 

 

７  受託者の告示について 

   病院局は受託者による本件業務委託の実施に先立ち、地方公営企業法施行令（昭和27年政令 

第403号）第26条の４第１項の規定により、収納事務を委託した旨の告示をする。 
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８  委託料 

   委託料は成功報酬方式とする。ただし法的措置に係る必要経費については別途定めることと 

する。 

なお、委託料は各月の回収した債権額に、成功報酬率（消費税及び地方消費税を含み、消費 

税及び地方消費税抜きの率は整数とする。）を乗じて得た額（1円未満は切り捨て）に法的措置

に係る費用（（１）及び（２）に定める費用に限る）を加えた額とする。 

委託した債権について、契約期間中に債務者等が病院に直接支払った場合には、委託者が回 

  収したものとみなす。 

病院は契約に基づく適法な請求を受領した日から30日以内に委託料を支払う。 

 

９  業務改善指示 

３病院は、受託者が上記４の（２）に定められた報告義務に基づいて、受託者から提出され 

た報告内容を精査し、回収業務の進捗状況が不十分であると判断した場合には、業務改善指示 

を行うことができる。 

 

１０ 個人情報保護・秘密の保持 

   業務受託者及び業務従事者は、業務上知り得た個人情報について、「個人情報取扱特記事項」 

により取り扱うこと。 

 

１１  その他 

（１）本仕様に定めのないものは、企画提案書の提案内容を踏まえ、３病院と受託者で協議の上

決定する。 

（２）受託者は、契約終了時には、委託した全ての債権に対する対応状況の書類等を、全て３病

院に引き継ぐこととする。 

（３）受託者は、契約終了後、債務者等が誤って受託者に支払った場合には、その旨３病院に連

絡をして指示を仰ぐこととする。 

 


